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戸別所得補償モデル対策広報チームの設置について（案）

１．趣旨

戸別所得補償モデル対策への申し込みが始まることに伴い、生産者に対

する対策への加入促進とともに、生産者・消費者の戸別所得補償制度への

理解促進を図るため、大臣室の指示の下、効果的かつ継続的な広報の推進

体制を構築することを趣旨として、省内関係部局から成る「戸別所得補償

モデル対策広報チーム」（以下、「チーム」という。）を置く。

２．役割

○ 各部局が行う戸別所得補償モデル対策に関係する広報活動に係る情報

の共有

○ 戸別所得補償モデル対策に関係する広報活動の効果的な実施に関する

検討

○ 戸別所得補償モデル対策に関係する広報活動の実施状況把握

３．体制

チームの構成員は、総括審議官を中心として以下のとおりとする。

チームリーダー：針原総括審議官

チ ー ム 主 査：櫻庭大臣官房情報評価課長

チームメンバー：政策報道官、大臣官房政策課戸別所得補償制度推進

チーム山口参事官、大臣官房経理課長、大臣官房地方課長、

大臣官房食料安全保障課長、統計部管理課長、総合食料局

総務課長、生産局総務課長、経営局総務課長

事務局：戸別所得補償チームの協力を得ながら、情報評価課が行うこと

とする。


